
スポーツリラックスの月会費が

医療費控除の対象として適応されます。

厚生労働大臣認定

運動型健康増進施設 指定運動療法施設

適応の条件につきましてはこちらをご覧ください



医療費控除の対象となる条件

◆ 高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の疾病で、医師の運動処方せんに

 基づいて行われるものであること。

◆ 概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われるものであること。

【対象外の方】

‣ 特別な疾患をお持ちでない方、または患っていた疾患が完治している方（定期的な受診がない）

「指定運動療法施設」とは

厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の要件を満たす施設について、厚

生労働省が運動療法を行うに適した施設として指定したもの。

この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必

要となる利用料金について、所得税法第７３条規定する医療費控除の対象とす

ることができる。



申告までのフローチャート

①受診 ・ 医師より運動処方せん（スポーツリラックスへの紹介状）の交付

②スポーツリラックスにて運動療法の実施 ⇒ 「運動療法実施証明書」発行

※ 運動療法の実施期間中、疾患の経過観察（定期的な受診）が必要となります。

③「運動療法実施証明書」 主治医の署名・捺印の依頼 （見本あり）

※主治医が当院の医師の場合は、医事課(中央受付)へお持ち下さい。

証明書作成費用として、2,000円(税別)が掛かります。

④税務署への申告

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1550366524/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pY29uLXJhaW5ib3cuY29tLyVFNSU4QyVCQiVFOCU4MCU4NSVFMyU4MyVCQiVFMyU4MyU4OSVFMyU4MiVBRiVFMyU4MiVCRiVFMyU4MyVCQyVFMyU4MSVBRSVFMyU4MiVBMiVFMyU4MiVBNCVFMyU4MiVCMyVFMyU4MyVCMyVFNyVCNCVBMCVFNiU5RCU5MC0yLw--/RS=^ADBsBPN216dhIV3U2.g07TOLXTT1mU-;_ylt=A2Rivb.8ZWdci34AWBWU3uV7
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